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台風時における給食の取り扱いについて（通知）

台風時における学校給食の取り扱いについて下記のとおり通知いたします。

つきましては、本市学校給食センターの実情をお汲み取りいただき、保護者への周知等ご

配慮くださいますようお願いいたします。

記

○ 午前７時以降（７時丁度を含む）に暴風警報が解除された場合は、給食の提供はあり

ません。

食材の納品、調理及び配送時間を考慮し、安全な学校給食提供のため午前７時時点の

判断となりますので御了承ください。

※給食センターの状況により、給食の停止又は給食献立の変更等もありますので御理解

ください。

問合せ先

名護市教育委員会 総務課 学校給食係

５３－１２１２（内１３０）担当：山川


